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平成29年度目黒区立学校における第三者評価の結果について

第三者評価について

（1）定義

第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の

専門家を中心とした評価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏

まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について、専門的視点から評価を

行うものである。
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（2）対象校

ア各学校について、 3年間に1回実施する。

イ中学校区の単位を基本として実施する。

ウ実施校のサイクルは、以下のとおりとする。
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実施年度

平成29年度 第十 八雲
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（3）評価者 ’

学識経験者と学校経営経験者の2名が班を組み､中学校区内の学校を評価する。

謎1迄誰屋［且 評価者

○藤井穂高 （筑波大学人間系教育学域教授）

○橋本由愛子（元世田谷区立弦巻中学校長）
第九中学校区1

○植田みどり （国立教育政策研究所教育政策･評価研究部総括研究官）

○馬塲宗生 （元新宿区立落合中学校長）
第十中学校区2
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(帝京科学大学教職センター長教授）

(元宇都宮海星女子学院中学校高等学校長）
3 1東山中学校区
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（4）評価期間

原則として5月から9月にかけて2日間学校を訪問し、ヒアリング及び教育

活動の参観等を行う。 ｛

（5）評価内容

○項目別評価

○総合評価

2第三者評価の結果について

（1）評価規準

圃羅可 「評価項目の観点及び評語について｣のとおり

（2）第三者評価の結果

園羅司 「目黒区立学校第三者評価結果報告書｣のとおり

（3）結果の公表

「目黒区立学校第三者評価結果報告書」と「学校運営改善プラン」を各学校

のホームページで公表する。
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隈
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評価項目

（1）前年度の学校評価

について

ア四者による学校評価アンケート結果を踏まえた学

校の自己評価の内容

イ学校関係者評価結果に基づいた教育課程の編成

（2）学校評価結果を踏

まえた学校運営の

改善について

ア教育課程の実施状況

イ運営組織の状況

ウ家庭や地域との連携状況

（3）その他 3特色ある教育活動

･特筆すべき優れた取組

･学校間連携の状況












